（応募様式１）

事業実施計画

	事業名
	精米事業者等共同化推進事業



１	間接補助事業者の概要
（１）代表者（申請者）
	
	名
	
	称
	

	間接補助事業者
共 同事業体代表者
	主たる事務
所の所在地
	〒

	
	代 表 者
役職氏名
	

	
	連
	絡
	先
	TEL
E-mail

	
	構成員数
	
	設立年月日
	

	
事業責任者
	役職氏名
	

	
	連
	絡
	先
	TEL
E-mail

	
会計責任者
	役職氏名
	

	
	連
	絡
	先
	TEL
E-mail


注１：添付書類として、①定款又はこれに準ずる規約、②役員等名簿、③事業計画、収支予算書、収支決算書等、④その他米の流通連携コンソーシアムが特に必要と認める資料を添付する。
注２：次により記載する。
① 補助事業者欄中の名称欄には、共同事業体の名称又は同事業の計画から実施において通用する呼称名を記載する。
② 補助事業者欄中の住所欄には、共同事業体の運営に供する事務所等の所在地を記載する。な お、事務所等を設けず、共同事業体構成者のうちの社屋等を兼用する場合には、住所の末尾に
「株式会社〇〇〇〇内」など、その所在地との関連性が明らかとなる情報を付記すること。
③ 補助事業者欄中の代表者役職氏名欄その他役職氏名欄には、共同事業体の代表責任者に関することを記載する。この場合の役職は、当該代表が所属する法人等の役職名等を「〇〇株式会社代表取締役社長」など、法人名等を含めて記載すること。
④ 補助事業者欄中の構成員数欄にあっては、共同事業体の構成員数（法人等又は個人事業主の単位であって、個々の従業員等の総数でないことに留意）を記載する。
⑤ 事業責任者欄及び会計責任者欄には、共同事業体の運営及び事務を司る者を記載する。












（２）共同事業体構成者

	



補助事業者
（構成者）
	名	称
	

	
	主たる事務所の所在地
	〒

	
	代 表 者
役職氏名
	

	
	従業員数
	
	設立年月日
	

	
	事務担当者 及 び連 絡 先
	氏名
	
	所属(役職)
	

	
	
	TEL
	E-mail

	



補助事業者
（構成者）
	名	称
	

	
	主たる事務所の所在地
	〒

	
	代 表 者
役職氏名
	

	
	従業員数
	
	設立年月日
	

	
	事務担当者 及 び連 絡 先
	氏名
	
	所属(役職)
	

	
	
	TEL
	E-mail

	



補助事業者
（構成者）
	名	称
	

	
	主たる事務所の所在地
	〒

	
	代 表 者
役職氏名
	

	
	従業員数
	
	設立年月日
	

	
	事務担当者 及 び
連 絡 先
	氏名
	
	所属(役職)
	

	
	
	TEL
	E-mail

	



補助事業者
（構成者）
	名	称
	

	
	主たる事務所の所在地
	〒

	
	代 表 者
役職氏名
	

	
	従業員数
	
	設立年月日
	

	
	事務担当者 及 び連 絡 先
	氏名
	
	所属(役職)
	

	
	
	TEL
	E-mail



注１：本表の補助事業者（構成者）欄には、精米事業者等共同化推進事業における共同事業体の構成者（代表者を含む。）に関することを記載する。
注２：添付書類として、構成者それぞれの①定款又はこれに準ずる規約、②役員等名簿、③事業計画、収支予算書、収支決算書等、④その他米の流通連携コンソーシアムが特に必要と認める資料を添付する。
注３：補助事業者（構成者）の欄が不足する場合には、当該欄を追加して、又は別紙等（記載事項の全部が満たされていれば、既存の名簿等（事業実施主体又は事業実施希望者から提出された事業実施計画書等を含む。）を代用しても差し支えない。
２	事業の目的及び効果
（１）事業の目標
※１ 現状の課題を踏まえた事業の目標（達成すべき成果）を、可能な限り定量的かつ具体的に記載すること。
※２ 精米事業者等共同化推進事業にあっては、事業の大目標は共通であるものの、①精米事業者等共同化調査事業と②精米事業者等共同化支援事業では、成長の着地点が異なることから、それぞれの事業の目標（①の事業にあっては、関連事業者との連携や流通合理化・効率化に関する調査等の目的と成果目標に関すること、②の事業にあっては物流コスト当の削減等の目的と成果目標等に関することなど）を設定すべきことに留意すること。
※３　補助金はあくまで事業化を支援するものであり、補助金を利益とすることはできないとの原則を念頭に置き、事業において生じる諸経費等、通常得られる利益等を控除した後の補助金相当額を、どのような製品（一般消費者向け袋詰精米、業務用精米など）にどのような形で還元するかを、必ず記載すること。


（２）事業内容
※１ 事業の実施内容を具体的に記載すること。
事業の全体像（取組前後での共同輸配送等による物流効率化の内容が分かるよう記載すること）
※２ 精米事業者等共同化推進事業にあたっては、グループによる地域の実情に応じた輸送、保管、精米等の共同化モデル等を構築する取組の内容を記載すること。



（３）事業の効果
※１ 事業の実施により、事業の目標の達成に向けどのような効果があるのか、その検証方法などを具体的に記載すること。
※２①精米事業者等共同化調査事業と②精米事業者等共同化支援事業では、成果の着地点が異なることから、当該事業ごとの効果（①の事業にあっては、関係事業者との連携や流通構造の合理化・効率化に関する調査等に求められる成果等に関すること、②の事業にあっては、物流コストの削減等により求められる成果等（可能な限り比較、定量的に評価する。）に関することなど）を設定すべきこと。
※３　補助金はあくまで事業化を支援するものであり、補助金を利益とすることはできないとの原則を念頭に置き、事業において生じる諸経費等、通常得られる利益等を控除した後の補助金相当額を、どのような製品（一般消費者向け袋詰精米、業務用精米など）にどのような形で還元するか、また、それにより期待される効果等を必ず記載すること。










（４）事業の推進方法
・協議会内の体制
※１ 協議会を構成する各事業者の役割を記載すること。
※２ 各事業担当者の技能・経験等を記載すること。
①協議会を構成する各事業者の役割、技能・経験等
　
事業者
（担当者）
役割
技能・経験等















②スケジュール及び事業の実現可能性
※１ 事業実施期間中の実施内容とスケジュールを記載すること。












３	組織の体系及び年間計画
（１）組織の体系図（事業実施・経理その他管理体制）
　　　＜体制図＞



（２）年間計画
	主な事業内容
	第１四半期
（４－６月）
	第２四半期
（７－９月）
	第３四半期
（10－12月）
	第４四半期
（１－３月）

	
	
	
	
	



４	補助金交付決定等の取消及び重複申請
（１）交付決定等の取消
過去３年以内における補助金等の交付決定取消しの有無及びその原因となる行為の概要
※該当する場合は、当該取消しを受けた日を記載すること。　　　事業名：
取消を受けた日：


　　　
（２）重複申請
　　　重複申請の有無	有・無
※有の場合は、申請中の応募事業名及び事業概要を記載すること。




５	事業の完了予定年月日	令和〇〇年〇〇月〇〇日

（応募様式別紙１）
暴力団排除に関する誓約事項

当社（団体である場合は当団体）は、下記１及び２のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）を警察に提出することについて同意します。

記

１ 契約の相手方として不適当な者
（１）法人等（法人又は団体をいう。）の役員等（法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。
（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

２ 契約の相手方として不適当な行為をする者
（１）暴力的な要求行為を行う者
（２）法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
（４）偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官等の業務を妨害する行為を行う者
（５）その他前各号に準ずる行為を行う者

上記事項について、応募申請書類の提出をもって誓約いたします。





（応募様式別紙２）


応募に関する誓約書


当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、令和７年度米流通効率化支援事業のうち精米事業者等共同化推進事業に関する補助金の交付の申請をするに当たって、下記条件に合致していることを誓約致します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

記

日本国内に所在する５以上の精米事業者により構成され、当該構成員の米穀の年間取扱数量の合計が1,500玄米トン以上の共同事業体であること。








上記事項について、応募申請書類の提出をもって誓約いたします。

